
2025 年 12月 1日 

とやまアリーナコンセッション株式会社 

 

YKK AP ARENA 施設利用予約について 

団体での一般利用の催物の受付は８月1日より開始予定です。 

全国規模の催物、スポーツ大会、興行利用については随時受付中です。 

施設予約状況については、随時HPにて公表してまいります。 

その他ご利用に関するご相談はHP内、お問い合わせフォームよりお願いいたします。 

 

施設利用時間 

 利用時間 ８：３０〜２２：３０  

夜間利用時間を以前より延長します！！ 

  日曜・休日も変わらず上記時間でご利用いただけるようになります。 

 

休業日 

１２月２９日〜１月３日 

 ※点検などで不定期に休業の場合がございます。 

 ※休業日も内容により利用が可能です。別途ご相談ください。 

 ※休業日は事前にホームページで告知いたします。 

 

その他 

 屋外バスケットボールコートについては 3月 31日までは現在と同じ運用となります。 

4 月 1日以降の利用に関しては２月１日より予約受付となります。 

https://toyama-arena.co.jp/


【ご参考】利用区分・利用の調整について 

【利用区分】 

利用区分  

一般利用 

・スポーツを行うための使用（公共施設等運営権者が営利を目的としないスポーツを行うため

の使用と認めたものに限る） 

※例：アマチュアスポーツ、市民スポーツ大会など 

その他催し 

・催事を行うための使用（公共施設等運営権者が営利を目的としない催事を行うための使用と

認めたものに限る） 

※例：入学式、入社式、書初め大会、NPO 法人主催のセミナーなど 

興行利用 

・一般利用及びその他催し以外の使用 

・不特定多数の観客を対象とした営利的スポーツ大会、イベント、ショー、ライブ等の実施 

※例：プロスポーツ興行、コンサート、企業の商品展示会など 

 

【利用調整】 

以下の表に該当する本施設でのスポーツ利用・スポーツ興行・コンサート・その他のイベント（以

下「催物」といいます）については、優先順位に従って 施設利用の調整を行います。 

優先 

順位 

利用許可申請 

受付可能時期 
対象となる催物 

1 随時受付可能 
国際的な催物、全国規模の催物、北信越ブロック規模以上のスポーツ競

技大会、大規模なコンサートやプロスポーツの試合などの催物 

2 
利用開始日の前年度の 

10 月頃まで 
富山市主催の催物 

3 
利用開始日の前年度の 

11 月頃まで 
公益財団法人富山市スポーツ協会加盟団体が開催する催物 

4 
利用開始の前年度の 

12 月頃まで 

当社または公益財団法人富山市スポーツ協会が開催する富山市民のスポ

ーツ振興と健康増進を目的としたスクール・レッスン等のスポーツプロ

グラム事業 

5 
利用開始日の前年度の 

12 月から随時受付可能 

上記にあてはまらない、その他催しまたは興行利用の利用区分となる催

物 

6 
利用開始日の 2 ヶ月前の 

月初日から 
上記にあてはまらない、一般利用の催物 

 


